
認知症になっても安心して暮らせる                
                       まちづくり（奥田北地区） 
○地域において徘徊のある認知症高齢者を早期に発見し、事故を未然に防ぎ安全 
   で住みよいまちづくりを目的に地域住民が中心となり、平成21年奥田北地区初 
   のＳＯＳネットワーク隊が中島町内で結成。 
○現在3町内でSOSネットワーク隊が活動中であり、徘徊発生時の隊員間の伝達方 
   法や対応について地域ケア会議で検討。 

《奥田北地区における徘徊ＳＯＳネットワーク》 
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 ・各SOSネットワーク隊で連絡網を作成。 
  徘徊時に電話連絡。 
 ・捜索拠点に集合し、情報共有・捜索。 
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地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例（様式） 

①市区町村名  富山市 

②人口（※１）  322,059人（平成 25年 3月末現在） （ 8,253人 ） 

③高齢化率（※１） 

（65 歳以上、75 歳以上そ

れぞれについて記載） 

 65歳以上  26.1％ 

 75歳以上  12.8％ 

（ 30.3％ ） 

（ 15.5％ ） 

① 取組の概要 徘徊のある認知症高齢者を早期に発見し、事故を未然に防ぐため地域住民が中

心となり、SOS ネットワーク隊を結成。現在 3 町内で SOS ネットワーク隊が活

動中であり、地域ケア会議（徘徊 SOS ネットワーク会議）を開催し、徘徊発生

時の隊員間の伝達方法や役割分担、対応について検討している。 

⑤取組の特徴 

 

徘徊発生時の捜索を地区単独で行う SOS ネットワーク隊の結成は富山市内でも

初の組織である。SOS ネットワーク隊の活動について地域ケア会議（徘徊 SOS

ネットワーク会議）で広く周知することにより、他町内でも SOS ネットワーク

隊結成の意識向上につながり、3 町内の結成に至る。また会議には地区住民だ

けでなく、医療機関や交番、介護保険サービス事業所も参加することで、連携

強化につながっている。 

⑥開始年度 平成 20年度 

⑦取組のこれまで

の経緯 

平成 20年 6月にある町内において徘徊が頻繁な方が発生し、地域ぐるみで認知

症・徘徊高齢者の支援体制を整備する必要性があり、平成 20 年 11 月に地域包

括支援センターが町内へ捜索ネットワーク構築の協力依頼を行う。数回の事前

協議を得て、平成 21年 1月中島 SOSネットワーク隊が結成される。これらの活

動を受け、平成 21年 8月に第 1回徘徊 SOSネットワーク会議を開催し、他町内

にもネットワーク化を呼び掛ける。平成 22年 6月には粟島町 SOSネットワーク

隊が結成、平成 23 年 10 月には千代田町・下新北町一区 SOS ネットワーク隊が

結成される。 

⑧主な利用者と人

数 

利用者：徘徊のある認知症高齢者  ２４人 

協力者：ＳＯＳネットワーク隊員 １４０人 

⑨取組の実施主体

及び関連する団

体・組織 

実施主体：地域包括支援センター 

関連団体：自治振興会、社会福祉協議会、長寿会連合会、民生委員児童委員、

福祉推進員、防犯パトロール隊、交番、自主防災会、医療機関、サービス提供

事業所、居宅介護支援事業所、市役所 

⑩市区町村の関与

（支援等）（※２） 

市より地域包括支援センターへ事業を委託。 

（認知症高齢者見守り支援事業委託料 月額 20,000円×12カ月＝240,000円） 

⑪国・都道府県の関

与（支援等）（※３） 

認知症高齢者見守り支援事業 

国庫支出金 6,083,000円   県支出金  3,042,000円 

⑫取組の課題 町内毎のＳＯＳネットワークの構築 

隊員となる後継者を育成し、ＳＯＳネットワーク隊を継続すること 

⑬今後の取組予定 「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」を目標とし、全ての町内に

おいて SOS ネットワーク隊の結成をはかり、奥田北校区全体でのネットワーク

構築をはかる。医療機関やサービス事業所、居宅介護支援事業所、地域包括支

援センターがさらなる連携をはかり、情報を共有することで専門機関としての

役割をより発揮する。 

⑭その他  

⑮担当部署及び連絡先 福祉保健部 長寿福祉課 （℡076‐443‐2150） 

※１ 一部地域に限定した実施の場合は、当該地域の人口・高齢化率を（  ）内に記載してください。 

※２ 市町村から財政的支援が行われている場合には予算額等を含めて記載ください。 

※３ 国や都道府県から財政的支援を受けている場合は、補助金や交付金等の名称、額等を含めて記載ください。 

富山県 











富山市認知症高齢者見守り支援事業実施要綱 

 

(目的) 

第１条 本事業は、認知症高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らせるよう地域で 

見守り体制を築くとともに、早期発見、早期対応のシステムを構築することを目的

とする。 

 

(実施主体) 

第２条 本事業の実施主体は、富山市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を 

適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び民間事業者等 

に委託するものとする。 

 

(事業内容) 

第３条 本事業の内容は、次のとおりとする。 

（１）富山市認知症高齢者見守りネットワーク会議の開催 

認知症になっても、地域で安心して生活していける社会を実現するため、警察や

消防等の公的機関、民生委員児童委員等の地域団体、鉄道等の民間企業を交えた 

会議を開催する。 

（２）認知症コーディネーターの配置 

地域における認知症高齢者見守り支援事業全体をコーディネートし、関係者と 

協力しながらより連携の取りやすい体制を整えるため、認知症コーディネーターを

配置する。 

（３）徘徊 SOSネットワークの構築 

認知症による徘徊高齢者の見守りや早期発見・早期対応を行うシステムを 

構築する。 

（４）認知症高齢者相談窓口の開設 

地域包括支援センターに認知症高齢者相談窓口を開設し、地域住民等からの相談

を受ける。 

（５）地域における認知症高齢者の見守り支援 

地域から寄せられる相談について、主治医や関係機関と連携をとりながら、 

近隣住民や友人、知人と協力し見守り支援を推進する。 

（６）認知症地域説明会 

地域包括支援センターが、地区単位で地域住民を対象に認知症についての 

啓発活動を行う。 

（７）認知症実践的事例会議 

地域包括支援センターの社会福祉士等が中心となり、概ね３カ月に１ 回 、 

サービス事業者等と認知症のケアについて、事例を通して実践的な検討を行う。 



（８）認知症基礎研修会 

認知症のケアの知識と技術を習得するための研修会を開催する。 

（９）認知症でも暮らせるまちづくりの実施 

 地域包括支援センターが中心となり、地域の関係機関や地域密着型サービス 

事業所を始めとする介護保険事業所等とともに地域の認知症高齢者が安心して 

暮らせるよう、地域住民への啓発活動や徘徊対応等についての検討を行う。 

（１０）その他事業の推進に資する事業 

２ 事業の実施目的は別に定める。 

（その他） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２０年１月４日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 



 地域住民がお互いに支え合い助け合い、 
       安心と笑顔が広がる『月岡』を目指して 
○地域住民からお互いに支え合う必要があるとの意見を受けて、平成19年度より 
   独自で年2～3回会議を開催し、平成24年度より地域ケア会議として開催している。 
○今後、地域のテーマを『何かしよう！見つけよう』と設定。 

○地域ケア会議の効果：会議の積み重ねが地域と地域包括支援センターとの顔 
 の見える関係、 連絡体制の強化へ。 
○今後のねらい：地域住民の力を表出し、地域力としていく。 

月岡地区における地域ケア会議 

地域ぐるみの 
大会議（年３回） 

町内単位の 
小会議 

    

《地域ケア会議の取り組み～ボランティアを例に～》 
 
【地域の課題】  
 地域住民の多くはボランティアは大変なことと認識。 
 
【地域ケア会議の目的】  
 ボランティア活動は誰でも簡単にできることだと知っても 
 らう。 
 
【地域ケア会議での取り組み】 
 町内単位の小会議を開催。ボランティア活動を周知する 
 とともに、地域住民にアンケート調査を実施。ボランティア 
 活動に協力可能な人材を把握し、名簿を作成。 
 
【ボランティア例】  
 ①趣味や特技を活かした活動（スポーツ等の指導等） 
 ②外出支援活動（買い物同行、行事等の送迎等） 
 ③在宅訪問活動（話し相手、ゴミ出しの援助等） 
 
 
  
 
 
 
          

  《特徴》 
 ・地域主体！地域包括支 

   援センターはコーディネー 

  ター。 

 ・会議開催前にこれまでの 

   取り組みの効果を含め、 

   地区診断し、今後の活動 

  を考える手立てとしてい 

  る。 

 


